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住所地特例の運用方法 
 
※ 以下「入所」にあっては「入居」と、「退所」にあっては「退居」と適宜読み替えること。 

 
大項目  中項目 

住所地特例 １ 施設入所 
  Ａ市からＢ市のＸ施設に入所する場合 保険者はＡ 

 
 
 
 
 
① 転出届、住所地特例適用届の届出 
  被保険者は、「転出届」の他「住所地特例適用届」に被保険者証を添えて、従前住所地

市町村Ａに届け出る。 
 
② 資格者証の交付 
  従前住所地市町村Ａは、被保険者証を預かり、資格者証（住所地特例対象施設Ｘに入

所することを記載）を交付する。 
 
③ 資格者証の提示 
  被保険者は、住所地特例対象施設Ｘに入所する際、従前住所地市町村Ａが交付した資

格者証を提示し、入所する。 
 
④ 転入届の届出 
  被保険者は、「転入届」を施設所在地市町村Ｂに届け出る。 
 
⑤ 施設入所者名簿の記載 
  住所地特例対象施設Ｘは、入所時に被保険者証等を確認の上、保険者が施設所在地市

町村Ｂでない場合、「施設入所者名簿」に住所地特例の旨等を記載する。 
 
⑥ 住所地特例の把握・入所照会・入所連絡・他市町村住所地特例者名簿の記載 
  施設所在地市町村Ｂの介護保険担当課は、住民からの転入届による住所が住所地特例

対象施設所在地である場合、住所地特例対象施設Ｘに照会するか、または住所地特例
対象施設Ｘが施設所在地市町村Ｂに入所連絡をすることにより、住所地特例適用者で
あることを把握するとともに「他市町村住所地特例者名簿」に記載する。 

 
⑦ 施設入所連絡票の送付 
  住所地特例対象施設Ｘは、従前住所地市町村Ａに「施設入所連絡票」を送付する。 
 
⑧ 他市町村住所地特例者連絡票の送付 

施設所在地市町村Ｂは、「他市町村住所地特例者連絡票」を従前住所地市町村Ａに送付
する。 

 
⑨ 被保険者台帳（住所地特例者台帳）の記載 
  従前住所地市町村Ａは、①、⑦、⑧により住所地特例である旨を被保険者台帳（住所

地特例者台帳）に記載し、管理する。 
 
⑩ 被保険者証の書き換え・交付 
  従前住所地市町村Ａは、被保険者に住所（施設所在地）を書き換えた被保険者証を郵

送する。 
 

従前住所地市町村Ａ 
在宅 

施設所在地市町村Ｂ 
住所地特例対象施設Ｘ 

別 添 
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⑨被保険者台帳に住所

地特例の記載、管理 

 
 
⑥住所地特例の把握・他

市町村住所地特例者名

簿の記載 

  
 
⑤施設入所者名簿に入

所の記載 

④転入届 

⑦施設入所連絡票 

１ 施設入所  Ａ → Ｂ  保険者はＡ 
            Ｘ 
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大項目  中項目 
住所地特例 ２ 施設退所 

  Ｂ市のＸ施設を退所し、Ｃ市に居住する場合 保険者はＣ 
 
 
 
 
 
① 転出届の届出 

  被保険者は、「転出届」を施設所在地市町村Ｂに届け出る。 
 
② 他市町村住所地特例者名簿から消除 
  施設所在地市町村Ｂは、他市町村住所地特例者名簿から消除する。 
 
③ 施設退所通知書の送付 
  施設所在地市町村Ｂは、従前住所地市町村Ａに「施設退所通知書」を送付する。 
 
④ 施設入所者名簿の記載 
  住所地特例対象施設Ｘは施設入所者名簿に退所の旨を記載する。 
 
⑤ 施設退所連絡票の送付 
  住所地特例対象施設Ｘは、従前住所地市町村Ａ及び施設所在地市町村Ｂに「施設退所

連絡票」を送付する。 
 
⑥ 資格喪失届の届出 
  被保険者は、「資格喪失届」に被保険者証を添えて、従前住所地市町村（保険者）Ａに

届け出る。 
 
⑦ 被保険者台帳に資格喪失の記載 
  従前住所地市町村Ａは、③、⑤、⑥をもとに被保険者台帳に資格喪失の旨を記載する。
 
⑧ 受給資格証明書の交付 

従前住所地市町村Ａは、被保険者に受給資格証明書を交付する。 
 
⑨ 転入届・資格取得届の届出 

  被保険者は、「転入届」（資格取得届）に受給資格証明書を添えて転入先市町村Ｃに届

け出る。 

 
⑩ 被保険者台帳に資格取得の記載 
  転入先市町村Ｃは、資格取得届と受給資格証明書をもとに被保険者台帳に記載する。 
 

 
 
 
 
 
 
 

従前住所地市町村Ａ 
在宅 

施設所在地市町村Ｂ 
住所地特例対象施設Ｘ

転入先市町村Ｃ 
在宅 
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 ⑩被保険者台帳に資格  

  取得の記載 

 
 
 ⑦被保険者台帳に資格  

  喪失の記載 

 
 
 ②他市町村住所地特 

例者名簿から消除 

  
 
④施設入所者名簿 
の退所の記載 

２ 施設退所  Ａ→Ｂ→Ｃ  保険者はＡからＣに変更 
          Ｘ 
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大項目  中項目 
住所地特例 ３ 施設退所 

  Ｂ市のＸ施設を退所し、Ｂ市に居住する場合 保険者はＢ 
 
 
 
 
 
① 施設入所者名簿の記載 

  住所地特例対象施設Ｘは、施設入所者名簿に退所の旨を記載する。 
 
② 施設退所連絡票の送付 
  住所地特例対象施設は、従前住所地市町村Ａ及び施設所在地市町村Ｂに「施設退所連

絡票」を送付する。 
 
③ 資格喪失届の届出 
  被保険者は、「資格喪失届」に被保険者証を添えて、従前住所地市町村（保険者）Ａに

届け出る。 
 
④ 受給資格証明書の交付 
  従前住所地市町村Ａは、被保険者に受給資格証明書を交付する。 
 
⑤ 転居届・資格取得届の届出 
  被保険者は、「転居届」の他「資格取得届」に受給資格証明書を添えて転居先市町村Ｂ

に届け出る。 
 
⑥ 被保険者台帳に資格取得の記載 
  転居先市町村Ｂは、資格取得届と受給資格証明書をもとに被保険者台帳を作成する。 
 
⑦ 施設退所通知書の送付 

転居先市町村Ｂは、「施設退所通知書」を従前住所地市町村Ａに送付する。 
 

⑧ 被保険者台帳に資格喪失の記載 
従前住所地市町村Ａは、②、③、⑦により、被保険者台帳に資格喪失の記載をする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従前住所地市町村Ａ 
在宅 

施設所在地市町村Ｂ 
住所地特例対象施設Ｘ

施設所在地市町村Ｂ

在宅 
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⑧被保険者台帳に資格  

  喪失の記載 

 
 
 ⑥被保険者台帳の 

資格取得の記載 

  
 
①施設入所者名簿 
に退所の記載 

３ 施設退所  Ａ→Ｂ→Ｂ  保険者はＢ 
          Ｘ 
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大項目  中項目 
住所地特例 ４ 施設退所 

  Ｂ市のＸ施設を退所し、Ａ市に戻る場合 保険者はＡ 
 
 
 
 
 
① 転出届の届出 

  被保険者は、「転出届」を施設所在地市町村Ｂに届け出る。 
 
② 他市町村住所地特例者名簿から消除 
  施設所在地市町村Ｂは、他市町村住所地特例者名簿から消除する。 
 
③ 施設退所通知書の送付 
  施設所在地市町村Ｂは、従前住所地市町村Ａに「施設退所通知書」を送付する。 
 
④ 施設入所者名簿の記載 

  住所地特例対象施設Ｘは、施設入所者名簿に退所の旨を記載する。 
 
⑤ 施設退所連絡票の送付 
  住所地特例対象施設Ｘは、従前住所地市町村Ａ及び施設所在地市町村Ｂに「施設退所

連絡票」を送付する。 
 
⑥ 転入届・住所地特例終了届の届出 
  被保険者は、「転入届」の他「住所地特例終了届」に被保険者証を添えて、従前住所地

市町村Ａに届け出る。 
 
⑦ 資格者証の交付 
  従前住所地市町村Ａは被保険者証を預かり、資格者証を交付する。 
 
⑧ 住所地特例事項の消除 
  従前住所地市町村Ａは、被保険者台帳から住所地特例事項を消除する。 
 
⑧ 被保険者証の書き換え・交付 

従前住所地市町村Ａは、被保険者証の住所をＢの施設からＡの在宅に書き換えて被保
険者に郵送する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従前住所地市町村Ａ 
在宅 

施設所在地市町村Ｂ 
住所地特例対象施設Ｘ

従前住所地市町村Ａ

在宅 
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⑧被保険者台帳から 

 住所地特例事項の消除 

 
 
 ②他市町村住所地特

例者名簿から消除 

  
 
④施設入所者名簿 
に退所の記載 

４ 施設退所  Ａ→Ｂ→Ａ  保険者はＡ 
          Ｘ 
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大項目  中項目 
住所地特例 ５ 施設継続入所 

  Ｂ市のＸ施設を退所し、Ｃ市のＹ施設に入所する場合 保険者はＡ 
 
 
 
 
① 転出届の届出 
  被保険者は、「転出届」を施設所在地市町村Ｂに届け出る。 
 
② 他市町村住所地特例者名簿から消除 
  施設所在地市町村Ｂは、他市町村住所地特例者名簿から消除する。 
 
③ 施設退所通知書の送付 
  施設所在地市町村Ｂは、従前住所地市町村Ａに「施設退所通知書」を送付する。 
 
④ 施設入所者名簿の記載 
  住所地特例対象施設Ｘは、施設入所者名簿に退所の旨を記載する。 
 
⑤ 施設退所連絡票の送付 
  住所地特例対象施設Ｘは、従前住所地市町村Ａ及び施設所在地市町村Ｂに「施設退所

連絡票」を送付する。 
 
⑥ 住所地特例変更届の届出 
  被保険者は、「住所地特例変更届」に被保険者証を添えて、従前住所地市町村Ａに届け

出る。 
 
⑦ 資格者証の交付 

従前住所地市町村Ａは被保険者証を預かり、資格者証を交付する。 
 
⑧ 資格者証の提示 
  被保険者は、住所地特例対象施設Ｙに入所する際、従前住所地市町村Ａの交付した資

格者証を提示し、入所する。 
 
⑨ 施設入所者名簿の記載 
  住所地特例対象施設Ｙは、入所時に被保険者証等を確認の上、保険者が施設所在地市

町村Ｃでない場合、「施設入所者名簿」に住所地特例の旨等を記載する。 
 
⑩ 転入届の届出 

被保険者は「転入届」を施設所在地市町村Ｃに届け出る。 
 
⑪ 住所地特例の把握・入所照会・入所連絡・他市町村住所地特例者名簿の記載 
  施設所在地市町村Ｃの介護保険担当課は、住民からの転入届による住所が住所地特例

対象施設所在地である場合、住所地特例対象施設Ｙに照会するか、または住所地特例
対象施設Ｙが施設所在地市町村Ｃに入所連絡をすることにより、住所地特例適用者で
あることを把握するとともに「他市町村住所地特例者名簿」に記載する。 

 
⑫ 施設入所連絡票の送付 
  入所照会を受けた住所地特例対象施設Ｙは、従前住所地市町村Ａに「施設入所連絡票」

を送付する。 
 
⑬ 他市町村住所地特例者連絡票の送付 
  施設所在地市町村Ｃは、「他市町村住所地特例者連絡票」を従前住所地市町村Ａに送付

する。 
 
⑭ 被保険者台帳の記載、管理 
  従前住所地市町村Ａは、⑥、⑫、⑬により住所地特例である旨を被保険者台帳（住所

地特例者台帳）に記載し、管理する。 
 
⑮ 被保険者証の書き換え・交付 

従前住所地市町村Ａは、被保険者証の住所をＸからＹに書き換えて被保険者に郵送す
る。 

 

従前住所地市町村Ａ 
在宅 

施設所在地市町村Ｂ 
住所地特例対象施設Ｘ 

施設所在地市町村Ｃ 
住所地特例対象施設Ｙ
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⑭被保険者台帳に 

 住所地特例の 
記載・管理 

 
 
②他市町村住所地 

特例者名簿から 

消除 

 
 
⑪住所地特例の把 

握・他市町村住所地

特例者名簿の記載 

 
 

 
 
④施設入所者名簿 
に退所の記載 

 
 
⑨施設入所者名簿 
に入所の記載 

５ 施設継続入所  Ａ→Ｂ→Ｃ  保険者はＡ 
            Ｘ→Ｙ 
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大項目  中項目 
住所地特例 ６ 施設継続入所 

Ｂ市のＸ施設を退所し、同じＢ市のＹ施設に入所する場合  
保険者はＡ 

 
 
 
 
 
① 施設入所者名簿に退所の記載 
  住所地特例対象施設Ｘは、施設入所者名簿に退所の旨を記載する。 
 
② 施設退所連絡票の送付 
  住所地特例対象施設Ｘから従前住所地市町村Ａ及び施設所在地市町村Ｂに「施設退所

連絡票」を送付する。 
 
③ 住所地特例変更届の届出 
  被保険者は、「住所地特例変更届」に被保険者証を添えて、従前住所地市町村Ａに届け

出る。 
 
④ 資格者証の交付 

従前住所地市町村Ａは被保険者証を預かり、資格者証を交付する。 
 
⑤ 資格者証の提示 
  被保険者は、住所地特例対象施設Ｙに入所する際、従前住所地市町村Ａの交付した資

格者証を提示し、入所する。 
 
⑥ 施設入所者名簿の記載 
  住所地特例対象施設Ｙは、入所時に被保険者証等を確認の上、保険者が施設所在地市

町村Ｂでない場合、「施設入所者名簿」に住所地特例の旨等を記載する。 
 
⑦ 転居届の届出 

被保険者は、「転居届」を施設所在地市町村Ｂに届け出る。 
 
⑧ 住所地特例の把握・入所照会・入所連絡・他市町村住所地特例者名簿の記載 
  施設所在地市町村Ｂの介護保険担当課は、住民からの転居届による住所が住所地特例

対象施設所在地である場合、住所地特例対象施設Ｙに照会するか、または住所地特例
対象施設Ｙが施設所在地市町村Ｂに入所連絡をすることにより、住所地特例適用者で
あることを把握するとともに「他市町村住所地特例者名簿」に記載する。 

 
⑨ 施設入所連絡票の送付 
  入所照会を受けた住所地特例対象施設Ｙは、従前住所地市町村Ａに「施設入所連絡票」

を送付する。 
 
⑩ 施設変更通知書の送付 
  施設所在地市町村Ｂは、②、⑦により従前住所地市町村Ａに「施設変更通知書」を送

付する。 
 
⑪ 被保険者台帳の記載、管理 
  従前住所地市町村Ａは、②、③、⑨、⑩により、住所地特例である旨を被保険者台帳

（住所地特例者台帳）に記載し、管理する。 
 
⑫ 被保険者証の書き換え・交付 

従前住所地市町村Ａは、被保険者証の住所をＸからＹに書き換えて被保険者に郵送す
る。 

 

従前住所地市町村Ａ 
在宅 

施設所在地市町村Ｂ 
住所地特例対象施設Ｘ

施設所在地市町村Ｂ 
住所地特例対象施設Ｙ



 - 12 - 

 
 
⑪被保険者台帳に 

 住所地特例の 
記載・管理 

 
 

 
 
⑧住所地特例の把 

握・他市町村住所地

特例者名簿の記載 

 
 
⑥施設入所者名簿 
に入所の記載 

 
 
①施設入所者名簿 
に退所の記載 

６ 施設継続入所  Ａ→Ｂ→Ｂ  保険者はＡ 
            Ｘ→Ｙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従前住所地 
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地
特
例
変
更
届

 

被
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者
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④
資
格
者
証

⑫
被
保
険
者
証

被保険者 

施設所在地 
市町村Ｂ 

⑩施設変更通知書 

⑧入所照会 

・入所連絡 

住所地特例 
対象施設Ｙ 

住所地特例 
対象施設Ｘ 

⑤入所（資格者証）

⑦転居届 

⑨施設入所連絡票 

②施設退所連絡票
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大項目  中項目 
住所地特例 ７ 施設継続入所 

Ｂ市のＸ施設を退所し、Ａ市のＹ施設に入所する場合  
保険者はＡ 

 
 
 
 
 
① 転出届の届出 
  被保険者は、「転出届」を施設所在地市町村Ｂに届け出る。 
 
② 他市町村住所地特例者名簿から消除 
  施設所在地市町村Ｂは、他市町村住所地特例者名簿から消除する。 
 
③ 施設退所通知書の送付 
  施設所在地市町村Ｂは、従前住所地市町村Ａに「施設退所通知書」を送付する。 
 
④ 施設入所者名簿の記載 
  住所地特例対象施設Ｘは、施設入所者名簿に退所の旨を記載する。 
 
⑤ 施設退所連絡票の送付 
  住所地特例対象施設Ｘは、従前住所地市町村Ａ及び施設所在地市町村Ｂに「施設退所

連絡票」を送付する。 
 
⑥ 転入届・住所地特例終了届の届出 
  被保険者は、「転入届」の他「住所地特例終了届」に被保険者証を添えて、従前住所地

市町村Ａに届け出る。 
 
⑦ 資格者証の交付 

従前住所地市町村Ａは被保険者証を預かり、資格者証を交付する。 
 
⑧ 住所地特例事項の消除 
  従前住所地市町村Ａは、被保険者台帳から住所地特例事項を消除する。 
 
⑨ 資格者証の提示 
  被保険者は、住所地特例対象施設Ｙに入所する際、従前住所地市町村Ａの交付した資

格者証を提示し、入所する。 
 
⑩ 施設入所者名簿の記載 
  住所地特例対象施設Ｙは、入所時に被保険者証等を確認の上、「施設入所者名簿」に記

載する。 
 
⑪ 被保険者証の書き換え・交付 

従前住所地市町村Ａは、被保険者証の住所をＸからＹに書き換えて被保険者に郵送す
る。 

 
 
 
 
 
 
 

従前住所地市町村Ａ 
在宅 

施設所在地市町村Ｂ 
住所地特例対象施設Ｘ 

従前住所地市町村Ａ 
住所地特例対象施設Ｙ
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⑧被保険者台帳 

 から住所地特例 
事項の消除 

 
 
②他市町村住所地 

特例者名簿から 

消除 

 
 
④施設入所者名簿 
に退所の記載 

（資格者証）

 
 

 
 
⑩施設入所者名簿 
に入所の記載 

７ 施設継続入所  Ａ→Ｂ→Ａ  保険者はＡ 
            Ｘ→Ｙ 
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⑨入所


